
令和４年度介護予防に係る
市町の事業実施状況等について

令和５年２月２０日
三重県医療保健部長寿介護課
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三重県内市町の状況



調査の概要
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調査名：「令和４年度 介護予防に係る事業実施状況」について

調査の目的：市町の介護予防事業の取組状況とニーズを把握し、
今後の市町支援につなげる。

調査の時期：令和４年12月12日～令和５年１月16日

調査対象：三重県内２９市町

実施方法：各市町介護予防担当者にアンケート調査票を送付し
記入いただいた上で、オンライン（ZOOM）にて聞き取り

調査項目：〇一般介護予防事業
（専門職との連携、三重県リハビリテーション情報センターへの派遣要請状況、
通いの場の参加者の健康状態の把握などを含む）

〇高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施 など



１．一般介護予防事業① 専門職との連携 ≪実施状況≫
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職種 連携市町数 連携内容

理学療法士 16
・地域ケア会議への参加
・地域リハビリテーション活動支援事業
・通いの場、サロンへの派遣

歯科衛生士 14
・地域ケア会議への参加
・口腔ケアの指導
・サロンへの派遣

管理栄養士、栄養士 10
・地域ケア会議への参加
・栄養指導教室の講師
・サロンへの派遣

作業療法士 9
・地域ケア会議への参加
・地域リハビリテーション活動支援事業
・通いの場、サロンへの派遣

薬剤師 5
・地域ケア会議への参加
・サロンでの出前講座の実施

保健師 3
・通いの場の立ち上げ支援
・高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施

看護師 3
・通いの場の立ち上げ支援
・健康教育

医師 2 ・講演会講師 ・地域ケア会議への参加

歯科医師 2 ・講演会講師 ・地域ケア会議への参加

言語聴覚士 2 ・地域リハビリテーション活動支援事業（支援者支援）

市町が連携している専門職と連携内容(N=29)



R4年度実績値は、R4年12月現在
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【参考】リハビリテーション情報センター 実績

H30 R1 R2 R3 R4

登録者数（人） 380 394 399 407 407

理学療法士 262 274 279 281 281

作業療法士 94 96 96 101 101

言語聴覚士 24 24 24 25 25

住民集いの場
（介護予防教室）

H30 R1 R2 R3 R4

理学療法士 160 187 175 151 159

作業療法士 0 0 15 4 12

言語聴覚士 0 0 0 0 0

地域ケア会議 H30 R1 R2 R3 R4

理学療法士 77 82 56 67 57

作業療法士 67 74 54 58 54

言語聴覚士 51 74 51 54 54

●リハビリテーション専門職 登録者数

●派遣実績（延べ人数）

※令和３・４年度は上記の他に、地域への講師派遣の対応あり

総合事業 H30 R1 R2 R3 R4

理学療法士 0 0 0 23 26



（市町がリハビリテーション情報センターに期待する役割）
・介護予防・認知症支援に関して、地域づくりの視点で継続的に関わっていただけるとありが
たい
・事業実施の場合、事業運営、対象者との関係構築のため、毎回派遣者が変わるよりもある
程度固定されていた方が望ましい。
（高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施、地域ケア会議、介護予防教室の講師派遣
等、自治体の介護予防等にかかる認識を共有し、継続的に関わっていただきたい） 6

１．一般介護予防事業②
三重県リハビリテーション情報センターへの派遣要請等

（市町が派遣要請した主な理由）
・地域ケア会議の委員、通いの場の講師が必要
・通所型サービスCの講師が必要
・高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施にあたり、管内の理学療法士のみでは人数が
不足

（市町が派遣要請をしていない主な理由）
・介護予防担当課等にリハ専門職がいる。
・自治体内の医療機関、介護事業所から専門職を派遣いただいている
・自治体内または近隣自治体の専門職へ直接依頼している。



【感じている課題】
・把握・分析のための時間（人員）の確保が難しい。
・通いの場の参加者の多くは、一定期間参加すると身体機能等が向上するが、期間が長くなると、頭打ちになったのち、
徐々に低下に向かうため、いつまで把握し続けるべきかの判断が難しい。
・健康状態等の把握・分析は、その後の支援内容の充実や一体的実施の内容も踏まえて検討する必要がある。

１．一般介護予防事業③
通いの場の参加者の健康状態の把握、分析

≪実施状況≫
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活用している仕組み 市町数

基本チェックリスト 8

後期高齢者の質問票 5

その他
（体力測定、アンケート等）

15

（N=２９）
（N=22。複数回答可）

ある

（22）

ない

（７）

通いの場の参加者の健康状態等を

把握・分析する仕組み

ある ない



保険者
訪問型サービス 通所型サービス その他の生活支援

現行相当 A B C D 現行相当 A B C 配食 見守り
訪問・通所一体的

サービス

津市 ● ● ● ● ● ● ● ● 一般会計で実施 一般会計で実施

四日市市 ● ● ● ● ● ● ● ●

伊勢市 ● ● ● ● ● ● ● ● 任意事業で実施

松阪市 ● ● ● ● ● ● 任意事業で実施

桑名市 ● ● ● ● ● ● ● ●

名張市 ● ● ● ● ● ●

鳥羽市 ● ● ● ● ● ● 一般会計で実施

いなべ市 ● ● ● ● ● ●

志摩市 ● ● ● ● ● ● ● 任意事業で実施

伊賀市 ● ● ● ● 任意事業で実施 任意事業で実施

木曽岬町 ● ● ● ● ● ● ● 一般会計で実施 ●

東員町 ● ● ● ● ● ● 任意事業で実施 一般会計で実施

菰野町 ● ● ● ● ● ● 任意事業で実施 任意事業で実施

朝日町 ● ● ● ● 任意事業で実施 一般会計で実施

川越町 ● ● ● ● 任意事業で実施 任意事業で実施

多気町 ● ● ● ● ● ● ●
社会福祉協議会

で実施
任意事業で実施

明和町 ● ● ● 任意事業で実施 一般会計で実施

大台町 ● ● ● ● ● ● 一般会計で実施

玉城町 ● ● ● ● 任意事業で実施

度会町 ● ● ● ● ●

大紀町 ● ● ● ● 任意事業で実施 任意事業で実施

南伊勢町 ● ● ● ● ● ● ●

紀北広域連合
（尾鷲市）

● ● ● ● 任意事業で実施 任意事業で実施

紀北広域連合
（紀北町）

● ● ● ●
一般会計、保険者機能強化推
進交付金において実施

任意事業及び一般
会計で実施

紀南介護保健広域
連合（熊野市）

● ● ● ● ● 任意事業で実施 一般会計で実施

紀南介護保健広域
連合（御浜町）

● ● ● ● ● 一般会計で実施 一般会計で実施

紀南介護保健広域
連合（紀宝町）

● ● ● ● ● 一般会計で実施 一般会計で実施

鈴亀広域連合
（鈴鹿市）

●（広域） ● ● ●（広域） ● ● 任意事業で実施
任意事業及び一
般会計で実施

鈴亀広域連合
（亀山市）

●（広域） ● ● ●（広域） ● ● 任意事業で実施
任意事業及び一
般会計で実施

25 16 16 17 2 24 14 11 16 3 1 1
実施率 100% 64% 64% 68% 8% 96% 56% 44% 60% 12% 4% 4%

■従前相当：旧介護予防サービスに該当 ■サービスＣ：短期集中予防サービス
■サービスＡ：人員等が緩和された基準によるサービス ■サービスＤ：移動支援サービス
■サービスＢ：住民主体によるサービス

【参考】総合事業の実施状況（R４年５月1日現在）

※セルの着色箇所は、前年度から変更有。
※広域連合は、構成市町のいずれかで実施していれば、「実施」と整理
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国資料
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国資料



２．高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施
≪実施（予定）状況≫
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（未実施の自治体の傾向）
・遅くとも令和６年度までの実施に向けて、実施内容
の検討が進められている自治体が多い。

【市町が感じている課題】
・関係部署間の打ち合わせが進んでいない。
・中心となる部署の決定が進んでいない。

（実施している自治体の傾向）
・介護予防担当課、高齢者福祉担当課、地域包括
支援センターが、通いの場等において実施。

【市町が感じている課題】
・事業の評価指標の設定が難しい（特にポピュレー
ションアプローチ）
・新型コロナウイルス感染症の影響等により、通い
の場が自粛となった際の対応
→厚労省から全国の自治体が工夫した点が
紹介されており、市町へ情報提供を実施

11

令和２年度ま

でに実施して

いる（３）
令和３年度か

ら実施予定

（２）

令和４年度か

ら実施予定

（７）令和５年度以

降から実施予

定

（15）

実施時期未定
（２）

実施予定時期（N=29）

令和２年度までに実施している 令和３年度から実施予定

令和４年度から実施予定 令和５年度以降から実施予定

実施時期未定
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三重県の取組
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出典：介護保険制度の見直しに関する意見（令和４年12月20日）参考資料

第8期介護保険事業計画の基本指針
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厚生労働省「一般介護予防事業等の推進方策に関する検討会」取りまとめについて（令和元年12月13日公表）
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三重県の介護予防の取組

介護予防・健康づくりの推進
地域支援事業の効果的な実施

一般介護予防事業
（通いの場等）
の推進

在宅医療・
介護連携

保険者機能強化推進交付金等の活用

データの利活用（PDCAサイクルの推進）

①生活・就労的活動
支援コーディネーター

養成研修会

②市町・
従事者
研修会

他事業との連携

地域づくり・
住民主体
の活動支援

財政支援

地域分析支援

⑤リハビリテーション
情報センターへの

補助

④地域ケア会議
アドバイザー

派遣

認知症施策
の推進

高齢者の保健事業と
介護予防の
一体的実施

総合事業

③専門職団体
研修事業
への補助

⑥
伴走的
支援事業

人材育成 仕組みの構築・支援

【事
業
の
方
向
性
】

【具
体
的
な
取
組
】

専門職の活用
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令和３年度介護予防・日常生活支援総合事業等の充実のための
厚生労働省派遣等による支援の実施について【伴走型支援】
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紀北町への伴走型支援について（三重県）

第1回支援 第2回支援 第3回支援

●国、東海北陸厚生局、紀北町、県により、情報共有や支援内容の検討
（WEB、電話連絡、メール）

●『紀北町を住みやすい町にしたい』という支援者の思いを県も一緒に考えるという姿勢
●みんな（県も含めて）で考えていくという姿勢

 他自治体の取組等の情報収集、情報提供。
 事業終了後も引き続き伴走型支援（相談やアドバイス等）をしていく。
 同じような課題を抱える市町をつなぐ機会をつくる。

今後の県の支援について
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【対象】市町の介護予防担当職員

（１）令和３年度に国伴走型支援の取組発表

（菰野町、紀北町より）

（２）グループワーク

希望するテーマ別（①介護予防事業、②高齢者の保健

事業と介護予防の一体的実施、③事業間連携）

（３）助言 佛教大学社会福祉学部准教授 長友薫輝 氏

「地域包括ケアシステム構築、介護予防の充実

～ わかってはいるけれど、何からどう取り組む ～」

※講演後、長友氏、菰野町、紀北町のトークセッションを実施
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令和４年度介護予防研修会及び意見交換会の実施
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【令和４年度】 厚生労働省 地域づくり加速化事業（伴走的支援）

【事業の目的】

市町村の自主性を大切にしながら、アドバイザーを中心とした支援チームとともに関係機関・関係者な
どと対話を繰り返しながら【あるべき姿】に向かって、多様な関係者と「つながる」、そして互いのさまざ
まな活動を「しる」、そのうえでともにできることを考えるなどのプロセスを通して、新たなアイディアが
「うまれる」ことを目指します

厚生労働省 地域づくり加速化事業・介護予防活動普及展開事業 事業の説明資料より抜粋



・これまでは個別支援のためのアドバイザーを派遣していたが、 令和５年度は、地域の課
題抽出や地域づくりへの助言を行うアドバイザーを派遣していく。
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令和５年度の取組予定①
地域ケア会議へのアドバイザー派遣の拡充

（出典）三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社「地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた制度やサービスについての
調査研究＜地域包括ケア研究会＞2040 年：多元的社会における地域包括ケアシステム―「参加」と「協働」でつくる包摂的な
社会―」（平成30 年度老人保健事業推進費等補助金老人保健健康増進等事業）に一部加筆

介護保険
給付領域

地域支援
事業領域

この部分を支援する
アドバイザーを
派遣していく
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令和５年度の取組予定②
地域リハビリテーション体制充実のための検討

（出典）令和３年度全国介護保険・高齢者福祉担当課長会議 老人保健課資料
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【参考】「地域リハビリテーション推進のための指針」の改正について

（出典）令和３年度全国介護保険・高齢者福祉担当課長会議 老人保健課資料


